
学部間協定校 

国立台湾師範大学 文学院 

派遣留学生募集要項 

 

応募受付期間：２０１９年１月１５日（火）～１月２２日（火） ※事務取り扱い時間内 

 

１．募集人数 

   １～２名 

 

２．派遣期間 

   ２０１９年９月から最大１年間 

 

３．費用 

   （１）留学先大学の授業料のみ免除（本学の授業料は通常通り納付） 

   （２）渡航費・生活費・保険にかかる費用は自己負担 

   （３）学内の選考により「明治大学外国留学奨励助成金（海外留学経費助成）」が支給される場合があります。  

     詳細は明治大学（留学・国際連携）ホームページを確認してください。 

 

４．応募資格 

    学 部 生： （１）留学時２年次以上の者 

            （２）中国語による講義を受けられる十分な語学力を有する者 

            （３）国立台湾師範大学文学院の各専攻が定める出願条件を満たす者 

大学院生： （１）指導教授の許可を得た者 

（２）中国語による講義を受けられる十分な語学力を有する者 

（３）国立台湾師範大学文学院の各専攻が定める出願条件を満たす者 

   ※（３）については、別紙「国立台湾師範大学文学院専攻別出願条件」で確認してください。 

 

５．提出書類 

   （１）２０１９年度 学部間協定校派遣留学志願書・・・所定様式 

   （２）学部間協定校留学誓約書・・・所定様式 

     ※ 上記の所定書式は文学部ホームページ公開のものを印刷して使用すること。 

   （３）Statement of Purpose/Study Plan・・・Ａ４片面・２枚以内・パソコンで作成（中国語で記述） 

     ※タイトルは“Statement of Purpose/Study Plan”とし，必ず右上に学部・学科・専攻・学年・氏名を記入。 

800字以上 1000字以内とする。 

   （４）学部間協定校留学計画書・・・Ａ４片面・２枚以内・パソコンで作成（日本語で記述。1500字以上）  

     ※タイトルは“学部間協定校留学計画書”とし，必ず右上に学部・学科・専攻・学年・氏名を記入。 

    

【注意】（３）・（４）の書類を作成するに当たって 

（ⅰ）両端に 1.5cmの余白を残すこと。 



（ⅱ）表紙・ホチキス止めは不要。最後に総字数を明記すること。（単語単位で字数を数える） 

     （ⅲ）内容に次の三点を含んでいること。 

       ・留学の動機を，これまで取り組んできた事と関連させながら記述すること。 

       ・留学先での学習・研究計画について記述すること。 

（履修希望科目や分野を挙げるなどして具体的に記述すること） 

       ・上記に対して，その学習や研究成果を今後の進路にどのように活かす予定かを記述すること。 

（５）成績通知表（最新版）のコピー（Oh-o！Meiji！ポータルサイトから印刷可，A4用紙に印刷すること）  

    （６）語学能力証明書のコピー（語学能力試験を受験した事がある者のみ） 

 

６．書類提出先 

  文学部事務室窓口（和泉・駿河台） 

 

７．選考・決定 

  ・書類選考および日本語と中国語による面接選考試験を実施します。面接選考試験日時等の詳

細については後日連絡します。書類選考および面接選考試験の結果をもとに派遣候補者を決

定します。 

  ・派遣候補者には協定校が指定する書類を作成・提出してもらいます。 

  ・派遣候補者を協定校へ推薦し，相手校の受け入れ許可および文学部教授会，研究科委員会の

許可をもって正式決定となります。学部・研究科内選考通過時点では留学が確定したわけでは

ありませんので，注意してください。 

※書類選考及び面接選考試験結果は合否に関わらず，連絡いたします。連絡がない場合は必ず

申し出てください。なお，合否結果および選考内容に関する問い合わせには一切応じません。 

 

８．備考 

 ・学部間協定校留学学部・研究科内選考に通過した後の申請取り消し・留学期間の変更は，原

則として認められません。 

 ・学部間協定校留学生として認められた場合，出発から帰国までを保険期間とする明治大学文

学部指定の海外旅行保険ならびに危機管理支援サービスに加入してもらいます。なお，費用は

自己負担となります。 

 ・大学の最新情報（シラバス，学年暦等）は大学ウェブサイトで必ず確認してください。 

 ・在日公館（大使館など），市販の情報誌，インターネットなどで積極的な情報収集を行い，大学・

留学についての知識を増やしてください。 

 ・旅券法第 16 条により，３か月以上海外に滞在する場合は，その地域を管轄する日本国大使館

または総領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています。インターネット（外務省 

ORRnet）でも手続き可能ですので，現地に到着したら必ず「在留届」を提出してください。 

 

９．関連リンク  

・外務省 海外安全ホームページ        URL: http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

・外務省 ORRnet ホームページ        URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ 

・明治大学（留学・国際連携）ホームページ  URL: http://www.meiji.ac.jp/cip/from/index.html 

・国立台湾師範大学ホームページ       URL：http://www.ntnu.edu.tw/ 

以 上 

http://www.anzen.mofa.go.jp/

